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は　じ　め

　わが国の都市再開発事業は，土地の利用用途の純化と

ともに土地の有効利用に重点がおかれてきている。

　駅前など業務街においては広場の築造などを伴って交

通施設が整備され，建築物の高層化も当然なものとして

認められてきた。

　しかし住環境の整備と都市防災上重要な低層住宅地の

再開発事業は，日照阻害を始めとする住民の反対によっ

て進捗をみないのは誠に残念である。低層住宅密集地の

一部や既存の空地を利用しての再開発事業はどうしても

その周辺に日照阻害を与え勝ちで，これを防止するには

もっと範囲を拡げて街区全体としての再開発を進めない

と日照をはじめとする住環境の改善は望めない。昨年建

築基準法の一部が改正され，日影規制の条項が取り入れ

られたが，これは今後建築される建築物に対する制限だ

けで，既成の密集住宅地の改善には程遠いものである。

　このように新しく建築される建築物の相隣関係の規制

のみでは日照等の住環境の改善は困難なので本研究にお

いて先づ東京都区部を例として実態を調査し，その改善

をする再開発事業の方法及びそれが収支計画上成立する

かどうかを検討しようとするものである。

1．　調査，研究の目的

　東京都区部内の

イ）代表的住宅地の数地点

口）路線的商業地帯の数地点

ハ）住商工混合地帯の数地点

の日照状況を現場において実地調査をして実情を把握す

るo
①その区域を改正された建築基準法に基く日影規制条

例に低触（一定の日影とし，許可の対象と友らない）し

たいように再開発を進める具体的建築計画をする。

②この再開発計画が地価，建築費等からみて収支計画

が成立するか否か。

を調査研究したものである。

よる日照阻害は受忍の限度内であるとされているので，

2階建の建物による日影の及ぶ範囲，すなわち敷地境界

線から5m以下の部分については日照確保の保証をして

いない。しかし調査の結果高級住宅地と称せられている

区域以外においては，敷地の南側に5m以上の空地（主

として庭）を有しているものは非常に少い。したがって

既存の住宅では日照確保を保障されないものが多い。

口）規制対象が第1種住居専用地域以外は，地盤面から

の高さ4mの平均地盤面となっているので，1階部分の

開口部の日照は保障されていない。

ハ）防災と都市形態

　これまでの建築基準法の規制内容では各用途地域内の

制限で処理され，異なる地域が隣接したために相互に干

渉しあうということがたかったが，日影規制では，たと

えばその規制対象地域とならない商業地域に建築される

建築物でも，その日影が住居地域内に及ぶときは，住居

地域に建築されるものとみ在すとされており，今回の規

制内容が既存の用途地域とリソクしているので，その間

相当の混乱が予想される。

　一例として東西方向の幹線道路沿いの商業地域ではそ

の裏側が住宅地となっている例が多いので，幹線道路の

南側の敷地では日影が道路や北側の商業地域におちるの

で，相当高い建築物が建築できるのに対し，北側ではそ

の影が裏側の住宅地におちるため低い建築（10m以下）

の建物しか建築できたくなり，防災，都市形態のうえか

ら望ましくないものとなりかねない。

二）土地細分化の危険

　敷地を細分していくつかの建物に分割すると周辺の日

照条件が変わらないのに規制の対象とならないこととな

る。これは最近問題となっている「ミニ開発」を促進す

ることになり，都市計画上問題がでてくる。

ホ）複合日影

　一応敷地境界線から10m以上の範囲の日影を規制

することによって補ってはいるが，2以上の建築物によ

って最悪の場合は日照が0になる建築物が生ずることも

でてくる。

1）改正建築法令の問題点

イ）切り捨て部分の日影

　日本の都市の現状からみて木造2階建程度の建築物に

　以上の結果中高層建築物による日照阻害に対してかな

りの効果をあげることはできるが，日影規制のようた相

隣関係の規制のみでは限界があり，終局的には街区単位
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の再開発事業によって解決すべき問題となってくる。

2）再開発事業の必要性

　－再開発による日照阻害の防止－

　敷地単位による日影の規制では既に述べたように低層

住宅地の日照阻害防止は困難で，これら低層密集往宅地

の日照をはじめとする住環境の改善は街区を単位とする

再開発による以外にないと考えられる。

　しかしこれら低層密集住宅地の再開発は，従来実施さ

れている駅前を中心とする商業地区の再開発と異なり，

単なる高層集約化ではなく，住環境の向上を主目的とす

るため，高層集約化にも限度があり，住宅の建設費ある

いは家賃からくる制約が強く働し（てくる。

　また再開発する区域内の建築物相互およぴ周辺地域に

対しても日照確保という目的を忘れてはならない。

　低層住宅地の再開発事業の長所としては，

イ）耐震，耐火性が増加し，都市防災上有意義である。

口）狭少友敷地を統合し，建築物の集約化によって，ま

とまった空地を生みだすことができ，その空地が

i）道路，公園，遊び場，駐車場等に利用できる。

i1）日照阻害防止，通風の良好性が得られる。

　短所としては

イ）街区住民の合意がないと実現が困難である。

口）相当多額の資金が必要である。

ハ）土地利用の形態が半永久的となる。

二）中高層化によって周辺と，不調和になりがちとなる。

ホ）増改築が困難となる。

しかし現在の低層住宅密集地区は居住環境からも，防災

上からも問題点が多く，少くとも都市の中心部のこれら

の地区は早急に再開発にふみ切るべきである。

3）都市計画上からの観点

　本来都市は最小の面積で最大の利益を期待すべき場所

であり，道路，公園等の公共施設，上下水道等の公益施

設の整備も都市面積の無計画的膨脹に追いつけるもので

はたい。

　これら公共公益施設の整備された区域の高度有効利用，

すなわち建築物の集約立体化が必要である。一方住宅地

においては，日照をはじめとずる住環境の改善，公害か

ら住居を守るという使命も忘れてはならない。

　木造密集地区における住民相算の親しみ易さ，あるい

は開放されたコミュニテーの意識を無視した鉄とコンク

リートによる住宅の再開発事業は，住民の疎外感を増加

するから反対だという声もおこっているが，住宅の集約

化によって生じた空地を関係住民の共同利用その他によ

って解決できるともいえよう。根本は住環境の向上と防

災の両者をいかに調和させるかが今後に残された根本問

題である。

4）住宅地の選定

①昭和52年1月1日現在の東京都区部の平均人口密

度は，14，386人／㎞2なので，この値の区域を平均住宅

地，それ以下を低密度住宅地，それに上を高密度住宅地

と定義した。

イ）低密度住宅地

　世田ケ谷区　成城5丁目，同6丁目

口）平均住宅地

　世田ケ谷区　赤堤1丁目，松原5丁目

ハ）高密度住宅地

　文京区　大塚5丁目，北区中十条3丁目

（う　東西幹線道路沿線地域

　中野区　本町6丁目，中央3丁目，本町2丁目，中央

　　　　　　　 1丁目

（り　南北幹線道路沿線地域

　中野区　東中野2丁目，中央1丁目，本町1丁目，中

　　　　 &#160; 　央2丁目

④住，商混在地域

　足立区千住3丁目，4丁目，千住大川町，同柳町

計16ケ所を選定した。

5）調査内容

①　日照時問の測定

　実測図面を1／200に拡大し，現地で差異を修正の上

日影チャートを使用して測定した。

②敷地面積，建築面積，延面積，戸数等1）の図面か

ら算出した。

③　南側敷地境界線までの距離

できるだけ地物によって判定した。

2．　調査結果

①日照享受状態

　冬至日における日照享受時間は

イ）低密度住宅地区

i）6時間以上　　　75～90％

ii）2時間以下　　　　5～　9砺

口）平均住宅地区

i）6時間以上　　　50～55砺

ii）2時間以下　　　19～23％

ハ）高密度住宅地区

i）6時間以上　　　　9～21％

ii）2時間以下　　　57～80％

二）東西幹線道路沿線地区

i）6時間以上　　　13～28％

ii）2時間以下　　　38～77％（殆んどが60％以上）

ホ）南北幹線道路沿線地区

i）6時間以上　　　20～25％

ii）2時間以下　　　44～60％

へ）住，商混合地区
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i）6時間以上　　　12～15％　　　　　　　　　　　②　平均敷地面積

ii）2時間以下　　　70～74％　　　　　　　　　　　　低密度住宅地区で400～500㎡その他では，100

2時間以下という悪条件のものは低密度，平均密度の　　　㎡未満（東京における平均は110㎡）となっている。

住宅地区以外は60％以上となっており，いかに日照条件

が悪いかを示している。

これを図表化すると次の通りである。　　　　　　　　　　　fi三宅地［メニ｛脇度成城5川

　　　　　　　　　H雌時11；1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仰、倖一変　b吏坊此6ザH
　　　　　　　Oh～2h　2h～411　4』～611　611～8胎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巾密度赤堤11「1
　げ宅上也［メニ　帆密度　　成幼珪5　』I　H　　　　　g　　　14　　　　　　　　　　74
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中密1変松原5川
　　　f氏密峻　成城6］’口　　55　　　　　　　90

　　　111制隻。ホ堆11’□
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■㍍密度　中1一条3」’一
　　　H1密’史　杉U京5ザH
　　　　　　　　　　　　　　　　ii1宅・■榊．㌔沮イ1、地区丁’伯13・4川
　　　高蜘吏　人塚5〔l
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　　　　　　　　　　　　　　　　東西幹線j雌各沽線地［メ1　本町6nl
　f…三一七・1崎’■、i拙とイ「工也1べ　r｛亘三3・4jIH
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巾央3Tl1
　　　　丁’住大川・柳田』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巾火11’l1
束［凡i中乍糸泉j直足各言（紹良上也［メニ　イ（旺∫6』’H

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ（田I2］IH
　　　　ll1火3丁…
　　　　　　　　　　　　　　　　南一ヒ卓乍線j首路沿線土也［え　　束：巾里f2■J　I［
　　　　巾央1’r〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小央1丁［
　　　　イ（田I2■J’H
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ（田r1　』’H
南北幹線j並出各沽線土也区　　火11］蜥2丁〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll1火21’□
　　　　H1央11’H
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東111における閉舳女地舳‘110m㌧mヨ
　　　　本町1］l1
　　　　小央2TH　　　　　　　　　　　　　表2一2　平均敷地面積

　　　　　　　　　　　　　　　　図2－1　日照享受状態

　　　　　　　　　　表2－1　日照享受時間
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日　　照　　時　　間

種別 町　丁　名 h　　h h　　h2～4 ■h　　h h　　h
4～6 6～8 合　計

O～2

戸　（劾 戸　（劾 戸　㈲ 戸　㈲ 戸　　（矧

低 成城5丁目 3（9） 1（3） 5（14） 26（74） 35（100）
密

住 住 度 成城6丁目 1（5） 0（O） 1（5） 19（90） 21（100）

宅 中 赤堤1丁目 11（19） 7（12） 11（19） 26（50） 57（100）

宅 密
地 度 松原5丁目 10（23） 4（9） 6（14） 23（54） 43（100）

区 高 大塚5丁目 53（80） 3（5） 4（6） 6（9） 66（100）
地 密

度 中十条3丁目 45（57） 9（12） 8（10） 16（21） 78（100）

域 地店住 千住3・4丁目 65（70） 6（7） 7（8） 14（15） 92（100）
混宅

区在商 千住大川・柳町 111（74） 5（3） 16（11） 18（12） 150（100）

東 本町6丁目 29（77） 2（5） 2（5） 5（13） 38（100）
西

路 中央3丁目 37（72） 3（6） O（O） 11（22） 51（100）

線 中央：1丁目 14（38） 10（28） 2（6） 10（28） 36（100）

的 本町2丁目 58（67） 7（8） 10（12） 11（13） 86（100）
商

南 東中野2丁目 25（44） 10（18） 7（13） 14（25） 56（100）
業 北
地 中央1丁目 27（56） 6（12） 4（8） 12（24） 49（100）

帯 本町1丁目 33（64） 6（12） 2（4） 10（20） 51（100）

中央2丁目 29（60） 6（12） 3（6） 11（22） 49（100）
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③1戸当り延床面積

　低密度地区区は150㎡前後，高密度地区で70～80

㎡，幹線道路沿いは80～130㎡となっている。
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表2－3　1戸当リ延面積

④建ぺい率

　低密度地区では30％内外，平均密度地区で40％，そ

の他では50～60％と在っている。

⑤容積率

　低密度住宅地区で40％，平均密度地区で60％，その

他では80％～110％程度となっている。

⑥人口密度

　人口密度（ネット）は低密度地区内で1OO人／ha以内，

中密度地区内で200人／ha，高密度地区，主要幹線沿い

は300人／ha～600人／ha　となっている。

⑦南側の空地

　低密度住宅地区では0～5m，5m～10m，10m以

上がほぼ同率となっているが，平均密度地区では，O～5

mが67～82％，高密度住宅地区でばO～5mが97％，

幹線道路沿いでは0～5mが67～94％，住商混合地区

でば95～97％の非常に高い率を占めていることは注

目すべきである。

fi1七地「ぺ

・商店沮イ1地1メ

F淀島セ5』’n

止淀鬼セ6j　l「

。＾、眺11’ll

杉W5川

入塚5111

lll1条3］「1

rfi13・41111

rn｛ソ（jll・仲1］田丁

東丙幹線述舳1線地1べ仙1」6川

1≡1リ之3］H

ll1火1〔1

　　　　　　　本＝田I2■』［

■も北幹線逝舳1紳他1×1州1聖f2111

表2－4

fi1宅地1メ

・湘1一、Hj“地レ

1い央1」H

乍租」1」H

1いリと2」「1

（％〕
1．〕　　　240　　60　　81O

28．9

267

385

9．2

5881

48．6

64．2

65．5

61．O

62．1

52．3■
519

45．4

53．3
■

53．O■

55．7

∩　　　　2n　　　4Ω　　　6∩O　　　1O0　　　20　　40　　60

建ぺい率（ネット）

，］定城5］H

1』文坊貴6』■l1

赤桃11’ll

杉ミj県5」H

リ㌧土家5」’H

1｛ll・朱三3」’11

丁寸1，3・4」’H

『・fi入111・柳田1

丼（；杓1；箏紬｛j血出杵“h辛泉J也1イ　水田」6」’H

　　　　　　　ll1火3」’ll

ll1火1111

水田12」’ll

6も北1111㌔線j雌“1糾地1べ、幻1W2」「1

ll1火1」l1

木1出」1l「1

ill1人2」H

／刎

　　　　　　　　　　loリ〕
C20406080100120140160180200

40．7

32．9

57．8I

58．7

108．2

792

20．3

104．9■

一14．9■
104．4

96．2

977

一 79．5

106．9□

lll．11

97．8

20　　40　　60　80　100　120140　160　180200
　　　　　　　　　1㌦j

　　　表2－5　容　　　積率（ネット）

－266－



li二宅地1メl　f／脇座成城51Il1

　　仙）序r1生　　，攻坊吏6』’li

　　ψ榊堂〃止1川

fi1七・■亨舳沮作地1べ　r・fi13・4川

　　　　丁’伐人川・柳町

東内幹線j直出各沿糸泉土也区　　木田∫6　』’H

　　　　｝火3」’H

　　　　小火1■ll1

　　　　4（田工2』’1ヨ

■虹一ヒ■卓乍糸泉j直廿各亨㍍幸泉ユ也1メニ　火11里f2』「I

　　　　巾火1川

　　　　木田∫11」ll

　　　　lい央21’ll

　　　　　　0　200

　表2－6　　人口密度（ネット）

0200400600800100

91

79

208

71

607

403

391

620

534
■
564

3741

378

243

399

439

416

∩　　　　　9∩∩　　　　4n∩　　　　’∩n　　　　　R∩∩　　　1∩∩∩

（人／ha〕
　1000

400　　　　600　　　　　800　　　1000
　　　1人／ha）

f氏密叱成城5」l1

仙V卓＝1吏　　1友坊員6」’H

小榊生〃＾川

　　rl、榊吏1111・条3」l1

何三」七三’≡淘］＾税イ1、土也1メ＝　11イi三3・4ザH

　　　　Tfi1人川・柳町

火［凡il；咋線j直賂沽辛泉地1メ1本田丁61’H

　　　　ll1火31111

　　　　Wu川

　　　　仙r2rH

　　　　小火1川

　　　　木田∫l1’H

　　　　巾火2川

■肯側汲地境界糾まての水平昆1三離‘m〕

表2－7　南側敷地境界線までの水平距離

表2－7　南側敷地境界線までの水平距離

南側敷地境界線重での水平距離（m）
合　　計

種．号1」 町丁名 O～5 5～10 10～

戸　㈲ 戸　（劾 戸　㈲ 戸　㈲

低 成城5丁目 13（37） 13（37） 9（26） 35（100）

住 密
住 度 成城6丁目 6（29） 6（29） 9（42） 21（1OO）

宅 中 赤堤1丁目 47（82） 8（14） 2（4） 57（100）

宅 密
地 度 松原5丁目 29（67） 11（26） 3（7） 43（100）

地 区 古同 大塚5丁目 64（97） 2（3） O（O） 66（100）
密
度 中十条3丁目 75（96） 3（4） O（O） 78（100）

域 地店住 千住3・4丁目 87（95） 5（5） O（O） 92（100）
混宅

区在商 千住大川・柳町 146（97） 4（3） O（O） 150（100）

東 本町6丁目 36（94） 1（3） 1（3） 38（100）

路 西
中央3丁目 39（76） 1（2） 11（22） 51（100）

線 中央1丁目 24（67） 3（8） 9（25） 36（100）
的 本町2丁目 74（86） 12（14） O（O） 86（100）
商

南 東中野2丁目 41（75） 8（14） 6（11） 56（1OO）
業 北

中央1丁目 31（64） 6（12） 12（24） 49（1OO）
地

甘
本町1丁目 40（78） 2（4） 9（18） 51（100）

冗
中央2丁目 32（66） 5（10） 12（24） 49（100）

南側敷地境界線重での水平距離（m）
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3．再開発計画

1）住環境の保全を主眼におき，再開発を行うにあた

り次の条件を設定した。

イ）再開発後改正基準法による日影条件の規制条件を満

足するものとする。

口）再開発をするブロックのみならず，隣接ブロックに

与える日影条件も満足させる。

ハ）共同住宅の東西軸配置では日影享受は問を4時間以

上・南北軸配置では2時間以上を確保する。

2）都市再開発法によって再開発事業を行うものとし

イ）従前の土地，建物，借地権等を再開発事業によって

新たに建築される建築物の一部とその敷地の底地権，借

地権の共有部分とを等価で交換し，残りの部分を借地権

をつけて売却し，収支を償うようにする。

口）収支計画の条件として

i）再開発地区内に居住する権利者が有する延べ面積は

再開発後も確保する。

ii）既存の木造家屋の財産価格は新築のQ2，地価は公

示価格の10％増とする。

iii）再開発に要する建築費は15万円／㎡とする。

～

IV）底地権20％，借地権80％とする。

V）借地権の配分は1～2階を店舗，一部3階を事務所

とする区域と，全部住宅とする区域にわけ，住宅部分1，

事務所部分2，商店部分3の割合とする。

4．具体的計画

4．1　密集住宅地区の再開発

1）北区中十条3丁目地区

イ）現　　　況
　世帯数　107世帯

　人　　　　　口　　294人

　人口密度　403人／ha…（ネット）

　　　　　　　　　 　372人／ha…（グロス）

　住　居　地　域，第2種高度地区，容積率200％

　敷地面積の合計　　7，288㎡

　建築面積の合計　　4，372㎡

　延べ面積の合計　　5，775㎡

　各戸の平均日照時問　　1．5時間

口）住居地域であり，専用住宅が多いので，1棟で高層

化するのは望ましくないと考え，5階建の共同住宅とし，

約1/2を処分床とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　｝、二示、ク

　　　　　　　　　　　　　　　〕

0　　5　10　　　20 40

図一4－1一 北区中十条3丁目地区の現況図　S＝l1l000
世帯数107
人　　〔］　294人
人口密度　403人／ha（ネヅト）
　　　　　372人／ha（グロス）
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日照時問の1．5時間が3．9時間とたる。

ハ）収支計画

再開発前

　敷地価格　25万×（7288－729）＝163，975万円

　残存価格　2，5万x　5，775　　＝14，438万円

　　　　　　　　　　　　　　　計178，413万円

再開発後

　底地権25万×（7，288－729）×1．1×0．2…36，075万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 &#160;5，775　借地権25万×（7，288－729）×1．1×0．3×
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11，250
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・74，075万円

　建築費15万×　5，775　＝　86，625万円

　　　　　　　　　　　　　　　計　　　196，773万円

　再開発後の価額が再開前に比較し高くなるが再開発後

増加した道路部分を公共団体が有償で買収することによ

って，収支のバランスをとることが可能となる。

　買却金　25万　×　729　　＝　．18，225万円

な拾保留宋の分譲・価格は27．8万円／㎡となる。

2）文京区大塚5丁昌地区

イ）現　　　況

　世帯数　 99世帯

　人口　　306人

　人口密度　607人／ha…（ネット）

　　　　　　　　509人／ha…（グロス）

準工業地域，第3種高度地区，容積率300％

　敷地面積の合計　　5，044㎡

　建築面積の合計　　2，966㎡

　延べ面積の合計　　5，458㎡

　各戸の平均日照時間　1．1時間

口）6階建の片廊下式のV型の共同住宅とし，約1/3を処

分床とした。

日照時間1．1時間が35時間となる。

ハ）収支計画

再開発前

　敷地価格　　20万×（5，044－504）＝90，800万円

　残存価格　　25万　×　5，455　　　＝13，645万円

　　　　　　　　　　　　　　　計104，445万円

再開発後

　底地権　90，800×1．1×0．2　＝19，976万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，458　借地権　90，800×1Lx08x　　　　＝49，876万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，744
　建築費　15万×5，488　　＝81，870万円

　　　　　　　　　　　　　　　計151，722万円

相当の赤字が予想される。

　その原因は地価が安いことゝ，低層部に商店等の処分

床を設けにくいことである。

　道路として買却代金20万円×504＝10，080万円があ

っても37，000万円程度の赤字とたる。

　なお処分床の価格は約24万円／㎡と在る。

4．2　住商混合地区

1）足立区千住3丁目・4丁目地区

イ）現　　　況
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図－4－2－1　足立区千住3．4丁目地区の現況図　S＝1：500
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　世帯数　　110世帯

　人　　口　　　314人

　人口密度　　391人／ha…（ネット）

　　　　　　　　360人／ha…（グロス）

近隣商業地域，第3種高度地区，容積率300％

　敷地面積の合計　　8，034㎡

　建築面積の合計　　5，155㎡

　延べ面積の合計　　9，662㎡

　各戸の平均日照時間　1．1時間

0時間の戸数は57戸で全体の62％を占めている。

口）構　　　想

　1～2階を店舗，3～4階を事務所とする2棟（6階

建，8階建）を建築する。

ハ）計画概要

　敷地面積　　　7，740㎡

　建築面積　　5，170㎡

　延面積　19，770㎡

　建ぺい率　　　66．8％

　容積率　　255．5％

　権利床面積　　　9，662㎡

二）収支計画

○再開発前の価格

敷地価格37（万／㎡）×（8，034－294）＝286，380万円

　残存価格2．5（万／㎡×　9，662

　（道路として売る土地）　37x294

　　　　　　　　　　　　　　計

○再開発後の価格

底地権　286，380（万円）×1．2×0．2

　借地権　286，380（万円）×1．2×0．8

建築費　15（万円／㎡）x19，774

　　　　　　　　　　　　　　計

○保留床の処分価格

＝　24，155万円

＝　10，878万円

＝321，413万円

＝68，731万円

＝274，924万円

＝296，610万円

＝640，266二万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460＋8，207×3＋1，385×2
　借地権　286，380×12×0．8×8，190＋9715×3＋1，868×2

　　　　　　　　　　　　　　　　　＝187，623万円

　建築費　15（万円／㎡）×10，112　＝151，680万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　＝339，303万円

単位面積（㎡）当りの分譲価格

　店舗　　　＝28．7万円／㎡

　事務所　　　　＝　24．1万円／㎡

　住宅　　＝19．6万円／㎡

・再開発後の地元住民の財産価格

　底地権　286，380×1．2×0．2　　　＝168，731万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，730＋1，449×3＋483×2
　借地権　286，380×12×0．8×8，190＋9，716×3＋1，868×2

　　　　　　　　　　　　　　　　　＝87，302万円

　建築費　15（万円／㎡）×9，662＝144，930万円

　　　　　　　　　　　　　　　計　＝300，963万円

　再開発後の地元住民の財産価格が再開発前に比較して

321，413－300，963＝20，450万円減少することにな

るが，保留床の処分金が当然再開発前の地元住民に還元

される。

　すなわち収入金10，878＋339，303＝350，181万円と

建築費の差金350，181－296，610＝53，571万円で補い，

さらに53，571－20，450＝33，121万円残ることとなる。

ホ）効　　果

　日照時間平均1．1時間が再開発後住居部分について最

低6．5時間確保され住環境の改善が著しい。

　また建築物の集約化によって広い空地が確保され，駐

車場，サービスエリヤもとれる。

　また処分床の価格は店舗（40㎡）で1，148万円，

事務所（40㎡）で964万円となり，都内としては安

価なものといえよう。

　この付近は商店の経営者は地区の発展という共通意識

が強く，再開発の希望が強いので十分計画が成り立つも

のと考えられる。

2）足立区千住大川町・柳町地区

イ）現　　況

　世　　帯　　数　　182世帯

　人　　　　　口　　559人

　人　口　密　度　　　620人／ha…（ネット）

　　　　　　　　　　　　571人／ha…（グロス）

　近隣商業地域，第3種高度地区

　容　　積　　　　　300％

敷地面積の合計　　9，016㎡

建築面積の合計　　5，902㎡

延べ面積の合計　　9，457㎡

建ぺい率　65．5％

容積率104．9％

日　照　時　問

　地区内の平均は1．2時間で2時間以下のものが全体の

74％を占めているo

口）構　　想

　現在店舗面積950㎡の近隣商業地帯で北千住駅から

1㎞以上離れており，商業地としての発展はあまり期待

できないので，店舗は1，300～1，400㎡とし，処分床は

その大部分を住居に依存することとする。

　大川町内は南北軸中廊下型2棟（A棟，B棟），柳町

内は東西軸片廊下型2棟（C棟，D棟）を計画する。日

照が十分えられるA棟，B棟の間の空地を公共広場とし

て活用し，住居用の駐車場とする・

　敷地面積　9，016㎡

　建築面積　4，009㎡

　延面積14，569㎡

　建ぺい率　44．2％

　 &#160;容　　積　　　　　160．8％

　保留床面積　4，667㎡
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ハ）収支計画

・再開発前

　土地15（万／閉2）x（9肌6－900）＝121，740万円

　建築物　Z5（万／〃2）×9，457　＝　　23，643万円

　（公共施設用地）　15×900＝　　13，500万円

　　　　　　　　　　　　　　　計158，883万円

・再開発後

　底地権　121，740×1．2xα2　＝　　29，218万円

　借地権　121，740x1．2xα8　＝　116，870万円

　建築費　15　×　14569　　＝　218，535万円

　　　　　　　　　　　　　　　計364，623万円

・保留床の処分価格

　借地権　121，740×1．2×α8
　　　　　。（12β95－8228）・（1附一946）刈十（32Ω一283）×2

　　　　　　　　　12，895＋1，395x3＋320×2
　　　　　　　　　　　　　　　　＝　40，153万円

　建築費　15　×　14，569　　＝　76，680万円

　　　　　　　　　　　　　　　計116，833万円

・単位面積（㎡）当りの分譲価格

　店舗34・8（万円／㎡）
　事務所28．2（万円／㎜2）
　住宅21．6（万円／〆）
・再開発後の地元住民の財産

　底地権　121，740x1．2×α2　＝　　29，218万円
　　　　　　　　　　　　　　8，228＋946×3＋283x2
　借地権　121740刈2x08×12，895＋1，395×3＋320x2

　　　　　　　　　　　　　　　　＝　76，718万円

　建築費　15　x　9，457　　＝　141，855万円

　　　　　　　　　　　　　　　　討　　247，791万円

　再開発前後に拾いて地元住民は

247，791－158，883＝88，908万円の赤字とたり更に

新築に要する資金が管理考負担と保留床処分金の合計金

より88，202万円の赤字とたり計177，110万円の新

たな負担が必要となる。

二）考　　察

　日照時間平均1．2時問が平均4．6時間となり住環境の

改善は明らかである。しかし保留床として店舗・事務所

部分をあまり採れなかったことおよぴ地価が安いため，

18億円の赤字が生じた。その対策としては，東京都が

公営住宅を建設するか，日本住宅公団か住宅供給公社が，

分譲あるいは賃貸住宅を建設して住環境の改善を図るこ

とが必要であるともいえよう。

4．3　路線的商業地帯の再開発

イ）現　　況

　人［］，建築現況

表4一る一1 東西幹線道路沿線地区

1 2 3 4

本町6丁目 中央3丁目 本町2丁目 中央1丁目
地区

20番地 25番地 51，54番地 36番地

世帯　数 96 86 140 69

人　口州 204 203 285 138

人口 ネット 534 564 378 374
密度
ひ■hδ グロス 428 452 303 300

敷也面積㈱ 3，8乞2 3，600 7，542 3，692

建築面積㈱ 2，331 2，275 3，914 1，931

延末面積㈱ 4，291 3，758 7，368 3，551

建ペレ嘩（％） C1．O 632 51．9 52．3

容　率（％） 114．9 1044 97．7 96．2

住宅面積㈱ 3，865 3，306 6，373 3，070

店舗面積㈱ 426 452 995 481

表4一ろ一2 南北幹線道路沿線地区

1 2 3 4
東中野2丁目 中央2丁目 中央1丁目 本町1丁目’

地　区
24偽，26番地 1，2番地 38，39番地 6，7番地

世帯　数 72 132 113 128

人　口　㈹ 162 270 254 235

人口 ネヅト 243 416 399 439
密度
〃ha） クロス 178 303 269 295

靴也面積㈱ 6，653 6494 6，361 5，285

建築面積㈱ 3，020 3，617 3，390 2，801

延床面積㈱ 5，289 6，351 6，800 5，871

建ぺい率（％） 45．4 55．7 53．3 53．0

容積率（％） 79．5 97．8 106．9 111．1

住宅面積㈱ 4，968 4，519 5，731 5，021

店舗面積㈱ 32ユ． 1，832 1，069 850

平均日照時問

　中野区本町6丁目　　α7時問

　中野区中央3丁目　　2．O時問

　中野区本町2丁目　　1．4時間

　中野区中央1丁目　　3・4時問

　中野区東中野2丁目　2．6時間

　中野区中央2丁目　　2．6時間

　中野区中央1丁目　　2．6時間

　中野区本町1丁目　　α9時問

であり，日照時間の良好在区域でも3，4時間しかなく

決して良い状態とはいえたい。

口）再開発の構想

　道路に面しノ」・規模の店舗が並ぴ将来発展するものと考

えられる。言た巾員の広い幹線道路は避難道路，延焼防

止道路として重要た役目を有するものが多いので，道路

に面し中高層の建築物による防火帯をつくり・後背地ば

住環境の良好な共同住宅地と左るよう計画をした・
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ハ）建築計画

　広い道路に面した建築物の1階は商店，2階以上に適

当数の事務所を配し，一部上層部に住宅をおく。

　庄拾防火帯として考えた場合輻射熱が200℃以下と

友るためには，過去の実験の結果，高さ10m～15m

で問隔が20m～30m程度が必要と友るので，道路面

に面する建築物を5階建（15m）として計画をすすめ

た。

3）東西幹線道路沿線地区の例

（中野区本町6丁目の場合）

イ）再開発後の計画概要

敷

建

延

建

容

地面

築　面

面

ぺ　　い

積

口）収支計画

積

積

積

率

率

3，713㎡

1，492㎡

6，848㎡

40．2％

184．4％

○再開発前の財産価格

土地30（万／㎡）×（3，822－709）＝93，390万円

建築物　2－5（万／㎡）×4，301　　　 ＝　10，753万円

　（公共用地として売る土地）30×709＝　21，270万円

　　　　　　　　　　　　　計125，413万円

○再開発後の地区内の総財産価格

底地権　93，390×1，2×0．2　＝　22，414万円

借地権　93，390×1．2×0．8　＝　89，654万円

建築費　15　×　6，848　　　＝102，720万円

　　　　　　　　　　　　　計214，788万円

。保留床の価格

借地権　93，390×1．2×0．8
　　　　　（4208－3865×0．95）＋（880－436×0．95）×3＋1760×2
　　　　×　　　　　　　　4，208＋880×3＋1，760×2
　　　　　　　　　　　　　　＝　47，159万円

建築費　15　×　2，762　　　＝　41，431万円

　　　　　　　　　　　　　計88，590万円

単位面積（㎡）当りの分譲価格

　店舗　40．9万／㎡

　事務所　　32．3万／㎡

　住居　23．7万／㎡

○再開発後の地元住民の財産価格

　底地権　93，390×1．2×0．2　＝22，414万円

　借地権　93，390×1．2×0．8
　　　　　　（3，865×0．95）＋（436×0．95）×3
　　　　　×　　　　　　　　4，208＋880×3＋1，760×2
　　　　　　　　　　　　　　＝42，495万円
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　建築費　15　×　4，080　　＝61，289万円

　　　　　　　　　　　　　　計126，198万円

　収入金として管理者負担金と保留床処分金とがあり，

その合計は21，270＋88，590＝109，860万円あり建

築費102，720万円を賄える。

　一方再開発前後の地元住民の財産価格は，126，198－

125，413＝785万円の赤字となるが，収入が

109，860－102，720＝7，140万円あるので負担金

はいらたいことゝなるo

　なお住宅部分の平均日照時間は再開発前の平均0．9時間

が6．8時間と住環境が非常に良好な状態となる。

4）南北幹線道路沿線地区

（中野区中央2丁目地区の場合）

イ）再開発後の計画概要

敷

建

延

建

容

地　面

築　面

面

ぺ　　い

積

積

積

積

率

率

5，471㎡

2，555㎡

12，185㎡

46．7％

222．7％

口）収支計画

・再開発前の地元住民の財産価格

　土地37（万／㎡）x（6494－1023）＝202，427万円

　建築物　2，5（万／㎡）×6，351　＝　15，878万円

　（公共施設として売る土地）

　　　　37（万／㎡）　x1，023　＝　　37，851万円

　　　　　　　　　　　　　計256，156万円

・再開発後の地区内の総財産価格

　底地権　202，427x1．2×0．2　＝　48，582万円

　借地権　202，427x1．2×0．8　＝194，330万円

　建築費　15　x　12，185　＝182，775万円

　　　　　　　　　　　　　計　425，687万円

。保留床の価格

　借地権　202，427×1．2×α8
　　　　　　　　（4，640－4，519）＋（4，990－1，852）×3＋2，555×2
　　　　×　　　　　　　　4，640＋4，990x3＋2，555×2
　　　　　　　　　　　　　　　＝115，600万円

　建築費　15　x　5，834　　　＝　87，510万円

　　　　　　　　　　　　　　計203，110万円

単位面積（㎡）当りの分譲価格

　店舗38．6（万円／㎡）
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　事務所　3α7（万円／㎡）

　住　居　22．9（万円／榊2）

・再開発後の地元住民の財産価格

　底地権　202，427・x，1．2×α2　　＝48，582万円

　借地権　202，427x1．2×α8
　　　　　　　　　4，519＋1，832×3
　　　　　×　　　　　　4，640＋4，990x3＋2，555x2
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝78，730万円

　建築費　15　x　6，357　　　＝95，265万円

　　　　　　　　　　　　　　　　計　22，578万円

ハ、結　　果

　建築費182，775万円は管理老負担と保留床処分金の

合計37，851＋203，110＝240，961万円で’まかなえ

るO

　一方再開発後の財産価格の滅少は256，156　－

222，578＝33，578万円と在るが収入差金240，961
万円以内なので十分である。

　平均日照時間ば2．6時間が7．3時間となり住環境が良

好となる。

5．住宅地の再開発事業の間題点と今後の課題

1）前提条件

　前章で述べた再開発事業に拾いて関係住民の同意を得

ることはもちろん先決問題であるが，権利変換計画が成

立するか否かが大きいウエイトを占めている。

　今回の研究の収支計画はその原理を述べただけで，そ

の中に

i）設計費，整地費等

11）仮店舗の建設費，移転補償費

iii）借入金の利子，雑費

等を計算の対象外に拾いている。

　これらの費用は拾拾よそ建築費の30％前後必要とな

ろうがこれを無祝して計算をした。

2）住宅地の再開発の特殊性

　再開発事業に拾いて一般に商店等それによって利益の

増加を期待できる老ぱ賛成するが，一般住民は白分の所

有地が共有となるため，地価の値．上りの期待，建築物の

専有意識が薄くなることに対する不安感を感じ，反対を

表明することが多い。

　一方建築資金の調達についても自己資金を投入するこ

とを嫌い，金融機関は担保能力の薄いことから融資を嫌

う傾向が出てくることが予想される。

　また再開発事業の根本は従来の敷地所有老が借地権の

一部（空中権とも称ずぺきもの）を保留床を購入する人

に売ることに1よって成立するものであるから，地価の比

較的安い区域や保留床を多くとれない区域では事業が成

立し難い欠点を有している。

　このよう在区域では公共団体が公営庄宅を建設するか，

公社公団が分譲住宅を建設して低利長期分譲の方式を採

用するのが一番望ましい解決法となってくる。

　住宅地の再開発事業によって生ずる保留床は，それが
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住宅である関係上自らそこに限度額が生じ，また高密度

にすることも住環境を良好にすることに悪影響を与える

こととなってし言う。

　しかしわが国の都市において駅前や商業地の再開発事

業は順次進捗してゆくであろうが，現在都市において最

も必要とされる高密度の住宅地における住環境を良好に

するための再弗発事業をどうしたら進めることができる

かを研究することは非常に重要友ものといえよう。

　この研究は往環境の指針ともいえる日照時問を一基準

として，現在の低層過密の住宅地の再開発事業が収支計

画上どうしたら成り立つかを求めたものである。このよ

うな研究は今後重す重す盛んになることと思うが，その

成立条件の一部を求めたもので，更に研究を深め，関係

者の批判を期待してゆきたい。

研究組識

　東京理科大学　理工学部建築学科大河原研究室
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